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課
税
方
法

税
額
の
変
更

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
（
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
）
の
特
例
期
間
の
延
長

　
個
人
市
民
税
・
県
民
税
と
は
、
そ
の
年
の
１

月
１
日
に
居
住
の
市
町
村
に
納
め
る
税
で
、「
住

民
税
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
令
和
４
年
２
月
か
ら
市
県
民
税
の
申
告
相
談

会
を
実
施
し
ま
す
。
相
談
会
の
日
程
な
ど
は
、

広
報
や
つ
し
ろ
２
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

　
②�

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶
助
を

受
け
て
い
る
人

　
③�

障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た
は
ひ

と
り
親
で
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
（
※

１
）
が
１
３
５
万
円
以
下
の
人

　
④�
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
（
※
１
）
が
次

の
金
額
以
下
の
人

　
　�

28
万
円
×
（
１
＋
扶
養
親
族
等
（
※
２
）

の
人
数
）
＋
16
万
８
０
０
０
円
（
扶
養
親

族
等
を
有
す
る
場
合
は
加
算
）
＋
10
万
円

所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

　
①�

前
年
の
総
所
得
金
額
等
（
※
３
）
が
次
の

金
額
以
下
の
人

　
　�

35
万
円
×
（
１
＋
扶
養
親
族
等
（
※
２
）

の
人
数
）
＋
32
万
円
（
扶
養
親
族
等
を
有

す
る
場
合
は
加
算
）
＋
10
万
円

　
②�

前
年
の
総
所
得
金
額
等
（
※
３
）
の
合
計

金
額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
下
回
る
人

※
１�

市
県
民
税
の
所
得
割
の
対
象
と
な
る
各
種
所

得
金
額
の
合
計
額

※
２�

扶
養
親
族
等
に
は
、
同
一
生
計
配
偶
者
、
16

歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
含
む

※
３�

合
計
所
得
金
額
か
ら
、
繰
り
越
す
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
損
失
額
を
差
し
引
い
た
金
額

　
前
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
所

得
に
対
し
て
翌
年
度
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
退
職
な
ど
に
よ
り
、
現
在
は
収
入
が
な
く
て

も
前
年
の
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
市
県
民
税

が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
市
県
民
税
は
、一
定
の
金
額
を
負
担
す
る「
均

等
割
」
と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
」
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

均
等
割
　

　
５
５
０
０
円

　（
市
３
５
０
０
円
、
県
２
０
０
０
円
）

所
得
割
　

　
課
税
さ
れ
る
所
得
の
10
％

　（
市
６
％
、
県
４
％
）

課
税
さ
れ
な
い
人

　
①
前
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人

納
税
方
法

普
通
徴
収

　�

　
納
付
書
や
口
座
振
替
で
、
年
４
回
に
分
け

て
納
め
ま
す
。

給
与
特
別
徴
収

　�

　
特
別
徴
収
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
事
業
所

に
勤
め
て
い
る
人
は
、
事
業
所
が
毎
月
の
給

与
か
ら
天
引
き
し
て
納
め
ま
す
。
退
職
や
休

職
中
の
場
合
は
、
事
業
所
か
ら
の
届
出
に
基

づ
き
、
普
通
徴
収
に
切
り
替
え
ま
す
。

年
金
特
別
徴
収

　�

　
４
月
１
日
時
点
で
65
歳
以
上
の
人
で
、
一

定
の
条
件
を
満
た
す
公
的
年
金
受
給
者
の
公

的
年
金
所
得
に
か
か
る
市
県
民
税
は
、
年
６

回
に
分
け
て
年
金
か
ら
天
引
き
し
、
日
本
年

金
機
構
な
ど
の
年
金
保
険
者
が
納
め
ま
す
。

　�
　
年
金
特
別
徴
収
が
新
た
に
始
ま
る
人
は
、

年
税
額
の
半
分
は
普
通
徴
収
し
、
残
り
の
税

額
は
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
天
引
き
し
て
納

め
ま
す
。
税
額
の
大
幅
な
変
更
、
年
金
の
支

給
停
止
な
ど
の
場
合
は
、
年
金
特
別
徴
収
を

中
止
し
、
普
通
徴
収
に
切
り
替
わ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
修
正
申
告
や
給
与
支
払
報
告
書
な
ど
の
差
し

替
え
、
控
除
内
容
の
変
更
に
よ
り
、
税
額
が
年

の
途
中
で
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
税
額
決
定

変
更
通
知
書
が
郵
送
ま
た
は
事
業
所
か
ら
届
け

ら
れ
ま
す
。

　
税
額
の
増
減
は
、
残
っ
た
納
期
で
調
整
し
ま

す
が
、
納
期
が
残
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
増
額

は
一
括
払
い
、
減
額
は
還
付
と
な
り
ま
す
。

　
一
定
の
期
間
に
住
宅
を
契
約
し
た
（
注
文
住

宅
は
令
和
２
年
10
月
か
ら
令
和
３
年
９
月
末
ま

で
、
分
譲
住
宅
な
ど
は
令
和
２
年
12
月
か
ら
令

和
３
年
11
月
末
ま
で
）
場
合
、
令
和
４
年
末
ま

で
の
入
居
者
を
対
象
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
の
控
除
期
間
が

13
年
に
延
長
さ
れ
ま
す
。
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